
 
鎌ケ谷市自治会連合協議会理事報酬規程 

 
 
鎌ケ谷市自治会連合協議会規約第１５条に基づき、理事の報酬を次のように

定める。 

 
 
 金額  月１１，０００円 
 
 但し、年２回、１０月と３月に支給するものとする。 

 
 
 
   附 則 

この規程は、平成１９年５月２６日から施行し、平成１９年４月１日から適

用する。 

   附 則 

この規程は、平成２０年度総会議決後から施行し、改正後の鎌ケ谷市自治会

連合協議会理事報酬規程は、平成２０年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この規程は、平成２７年度総会議決後から施行し、改正後の鎌ケ谷市自治会

連合協議会理事報酬規程は、平成２７年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

この規程は、平成２９年５月２７日から施行する。 

 


